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局財指第３５２号局財指第３５２号局財指第３５２号局財指第３５２号

平成２７年１月５日平成２７年１月５日平成２７年１月５日平成２７年１月５日

各 部 代 表 課 長各 部 代 表 課 長各 部 代 表 課 長各 部 代 表 課 長

各種委員会事務局代表課長各種委員会事務局代表課長各種委員会事務局代表課長各種委員会事務局代表課長

議 会 事 務 局 総 務 課 長議 会 事 務 局 総 務 課 長議 会 事 務 局 総 務 課 長議 会 事 務 局 総 務 課 長

教育庁総務政策局総務課長 様教育庁総務政策局総務課長 様教育庁総務政策局総務課長 様教育庁総務政策局総務課長 様

警察本部総務部会計課長警察本部総務部会計課長警察本部総務部会計課長警察本部総務部会計課長

各 部 局 代 表 課 等 の 長各 部 局 代 表 課 等 の 長各 部 局 代 表 課 等 の 長各 部 局 代 表 課 等 の 長

各地方部局代表課等の長各地方部局代表課等の長各地方部局代表課等の長各地方部局代表課等の長

出納局財務指導課長出納局財務指導課長出納局財務指導課長出納局財務指導課長

談合情報対応手続に係る質疑応答の追加について談合情報対応手続に係る質疑応答の追加について談合情報対応手続に係る質疑応答の追加について談合情報対応手続に係る質疑応答の追加について

このたび、北海道入札監視委員会等からご意見をいただいたことこのたび、北海道入札監視委員会等からご意見をいただいたことこのたび、北海道入札監視委員会等からご意見をいただいたことこのたび、北海道入札監視委員会等からご意見をいただいたこと

から、談合情報の内容の中に入札参加者に再就職をした元道職員がから、談合情報の内容の中に入札参加者に再就職をした元道職員がから、談合情報の内容の中に入札参加者に再就職をした元道職員がから、談合情報の内容の中に入札参加者に再就職をした元道職員が

関与した疑いのあるものが含まれている場合の事情聴取の取扱いに関与した疑いのあるものが含まれている場合の事情聴取の取扱いに関与した疑いのあるものが含まれている場合の事情聴取の取扱いに関与した疑いのあるものが含まれている場合の事情聴取の取扱いに

ついて、当該談合情報の信憑性を裏付けるために、再就職をした元ついて、当該談合情報の信憑性を裏付けるために、再就職をした元ついて、当該談合情報の信憑性を裏付けるために、再就職をした元ついて、当該談合情報の信憑性を裏付けるために、再就職をした元

道職員の在職の有無等に関し聴取事項に加えるよう、次のとおり質道職員の在職の有無等に関し聴取事項に加えるよう、次のとおり質道職員の在職の有無等に関し聴取事項に加えるよう、次のとおり質道職員の在職の有無等に関し聴取事項に加えるよう、次のとおり質

疑応答を追加しましたので、今後、受理した談合情報については、疑応答を追加しましたので、今後、受理した談合情報については、疑応答を追加しましたので、今後、受理した談合情報については、疑応答を追加しましたので、今後、受理した談合情報については、

適切に対応してください。適切に対応してください。適切に対応してください。適切に対応してください。

記記記記

問 談合情報の中に、再就職をした元道職員の関与が疑われる問 談合情報の中に、再就職をした元道職員の関与が疑われる問 談合情報の中に、再就職をした元道職員の関与が疑われる問 談合情報の中に、再就職をした元道職員の関与が疑われる

内容が含まれている場合は、どのような事情聴取事項を設定内容が含まれている場合は、どのような事情聴取事項を設定内容が含まれている場合は、どのような事情聴取事項を設定内容が含まれている場合は、どのような事情聴取事項を設定

するべきか。するべきか。するべきか。するべきか。

答 寄せられた談合情報の信憑性を確認するため、答 寄せられた談合情報の信憑性を確認するため、答 寄せられた談合情報の信憑性を確認するため、答 寄せられた談合情報の信憑性を確認するため、

① 貴社に再就職をした元道職員がいるのか。① 貴社に再就職をした元道職員がいるのか。① 貴社に再就職をした元道職員がいるのか。① 貴社に再就職をした元道職員がいるのか。

② 再就職をした元道職員がいる場合は、その再就職した元② 再就職をした元道職員がいる場合は、その再就職した元② 再就職をした元道職員がいる場合は、その再就職した元② 再就職をした元道職員がいる場合は、その再就職した元

道職員が今回の入札に関して担当した仕事は何か。道職員が今回の入札に関して担当した仕事は何か。道職員が今回の入札に関して担当した仕事は何か。道職員が今回の入札に関して担当した仕事は何か。

などの事情聴取事項を加えてください。などの事情聴取事項を加えてください。などの事情聴取事項を加えてください。などの事情聴取事項を加えてください。

なお、この事例による談合情報に限らず、事情聴取の実効性なお、この事例による談合情報に限らず、事情聴取の実効性なお、この事例による談合情報に限らず、事情聴取の実効性なお、この事例による談合情報に限らず、事情聴取の実効性

が高まるよう、適宜、談合情報の個別の内容に即して聴取事項が高まるよう、適宜、談合情報の個別の内容に即して聴取事項が高まるよう、適宜、談合情報の個別の内容に即して聴取事項が高まるよう、適宜、談合情報の個別の内容に即して聴取事項

を追加することとしてください。を追加することとしてください。を追加することとしてください。を追加することとしてください。

（企画グループ）（企画グループ）（企画グループ）（企画グループ）
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談 合 情 報 対 応 手 続 新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正 前

別紙 別紙
談 合 情 報 対 応 手 続 談 合 情 報 対 応 手 続

第１ 談合情報の受理時点ごとの具体的対応手続 第１ 談合情報の受理時点ごとの具体的対応手続
１ 入札執行前に談合情報を受理した場合 １ 入札執行前に談合情報を受理した場合
(１)～（５） (１ )～（５）

(現行どおり) (略 )
(６ ) 調査（事情聴取）手続 (６) 調査（事情聴取）手続

ア及びイ ア 支出負担行為担当者等は、調査を行う場合は、直ちに事情
(現行どおり) 聴取を行う複数の職員（以下「事情聴取者」という。）を指

定し、入札参加者全員に対し事情聴取を行わせるものとする。
この場合、事情聴取者は、原則として事業担当課及び事業担
当課以外の課の主幹相当職以上の職にある者から、それぞれ
指定するものとする。

イ 事情聴取の相手方は、原則として談合情報があった競争入
札における入札参加者の代表取締役、入札代理人又は役員等
の責任者とする。

ウ 支出負担行為担当者等及び事情聴取者は、事情聴取事項が (追加)ウ 支出負担行為担当者等及び事情聴取者は、事情聴取事項が (追加)ウ 支出負担行為担当者等及び事情聴取者は、事情聴取事項が (追加)ウ 支出負担行為担当者等及び事情聴取者は、事情聴取事項が (追加)
個別の事案に即した実効的なものになるよう、常に工夫して個別の事案に即した実効的なものになるよう、常に工夫して個別の事案に即した実効的なものになるよう、常に工夫して個別の事案に即した実効的なものになるよう、常に工夫して
これを決定するとともに、事情聴取事項が事前に事情聴取のこれを決定するとともに、事情聴取事項が事前に事情聴取のこれを決定するとともに、事情聴取事項が事前に事情聴取のこれを決定するとともに、事情聴取事項が事前に事情聴取の
相手方に伝わらないように情報管理を徹底するものとする。相手方に伝わらないように情報管理を徹底するものとする。相手方に伝わらないように情報管理を徹底するものとする。相手方に伝わらないように情報管理を徹底するものとする。

エ ウエ ウエ ウエ ウ 事情聴取者は、事情聴取を行ったときは、事情聴取書（別
(現行どおり) 記第２号様式）に事情聴取の内容を記録し、直ちに支出負担

行為担当者等に報告するものとする。
オ エオ エオ エオ エ 支出負担行為担当者等は、事情聴取の結果、新たな情報（談

(現行どおり) 合を行ったとされる者や談合が行われた日時、場所等）が得
られたときは、入札参加者全員に対し再度の事情聴取を行う
ことができる。この場合において、当初の事情聴取で得られ
た情報に基づき聴取事項を設定し、再度の事情聴取を行うも
のとする。

（７） 談合事実認否の審議 （７） 談合事実認否の審議
ア (６ )のエエエエの規定により報告を受けた支出負担行為担当者等 ア (６ )のウウウウの規定により報告を受けた支出負担行為担当者等
は、直ちに公正入札調査委員会の委員長に事情聴取書（写し） は、直ちに公正入札調査委員会の委員長に事情聴取書（写し）
により事情聴取内容を報告するとともに、談合事実認否の審 により事情聴取内容を報告するとともに、談合事実認否の審
議を依頼するものとする。 議を依頼するものとする。

イ及びウ イ アの規定により審議の依頼を受けた公正入札調査委員会の
(現行どおり) 委員長は、速やかに委員会を招集し、事情聴取の内容につい

て検討した上で、談合事実の認否について審議し、その結果
を支出負担行為担当者等に通知するものとする。

ウ アの規定により審議の依頼を受けた公正入札調査委員会の
委員長は、審議に必要があると認めるときは、支出負担行為
担当者等に再度の調査を求め、当該調査結果に基づき談合事
実の認否について審議することができるものとする。

（８）～(13） （８）～(13）
(現行どおり) (略 )

第２～第６ 第２～第６
(現行どおり) (略 )
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談 合 情 報 対 応 手 続 新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正 前

別記第１号様式 別記第１号様式

(現行どおり) (略 )
別記第２号様式 別記第２号様式その１別記第２号様式 別記第２号様式その１別記第２号様式 別記第２号様式その１別記第２号様式 別記第２号様式その１

取扱注意
北 海 道

(部局等名 ）
事 情 聴 取 書

年 月 日
１ 談合情報の対象となった契約名等

契 約 名

業 者 名

事 情 聴 取 を 受 け た 者

事 情 聴 取 を 行 っ た 職 員 職 氏 名 ,
職 氏 名 ,

事 情 聴 取 を 行 っ た 日 時 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

事 情 聴 取 を 行 っ た 場 所

２ 事情聴取事項及び内容

質 問 徴 取 内 容

（削除）

注 (削除)

１１１１ 第１の１の(６)のオオオオの規定による再度の事情聴取に使用する場合は、新たに得ら
れた情報に基づき、適宜、事情聴取事項を設定して使用すること。

取扱注意
北 海 道

(部局等名 ）
事 情 聴 取 書

年 月 日
１ 談合情報の対象となった契約名等

契 約 名

業 者 名

事 情 聴 取 を 受 け た 者

事 情 聴 取 を 行 っ た 職 員 職 氏 名 ,
職 氏 名 ,

事 情 聴 取 を 行 っ た 日 時 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

事 情 聴 取 を 行 っ た 場 所

２ 事情聴取事項及び内容

質 問 徴 取 内 容

(１) 上記契約の入札に先立ち、
既に落札業者が決定している
(いた）との情報があります
が、そのような事実がありま
すか。

(２) 上記契約の入札について、
他社の人と何らかの打合せ又
は話し合いをしたことがあり
ますか。

(３) (２)で打合せ又は話合いを
したことがあったとすれば、
どのような内容の打合せ又は
話合いでしたか。

(４) 上記契約の入札額の積算は
誰が行いましたか。

(５) 上記契約の入札額の決定は
誰が行いましたか。

(６) このような情報が寄せられ
たことについて、心当たりが
ありますか。

(７) (その他必要な事項)
(談合情報の内容、契約の内
容等に応じ必要となる事項を
聴取すること。）

注１ この様式は、第１の１の(11)の規定による事情聴取以外の事情聴取に使用するこ１ この様式は、第１の１の(11)の規定による事情聴取以外の事情聴取に使用するこ１ この様式は、第１の１の(11)の規定による事情聴取以外の事情聴取に使用するこ１ この様式は、第１の１の(11)の規定による事情聴取以外の事情聴取に使用するこ
と。と。と。と。

２２２２ 第１の１の(６)のエエエエの規定による再度の事情聴取に使用する場合は、新たに得ら
れた情報に基づき、適宜、事情聴取事項を設定して使用すること。
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談 合 情 報 対 応 手 続 新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正 前

別記第２号様式その２ 別記第２号様式その２

(削除)

別記第３号様式 別記第３号様式

(現行どおり) (略 )
別記第４号様式 別記第４号様式

(現行どおり) (略）

取扱注意
北 海 道

(部局等名 ）
事情聴取書(再度)

年 月 日
１ 談合情報の対象となった契約名等

契約名

業者名

事情聴取を受けた者

事情聴取を行った職員 職 氏 名 ,
職 氏 名 ,

事情聴取を行った日時 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

事情聴取を行った場所

２ 事情聴取事項及び内容

質 問 徴 取 内 容

(１) 上記契約の入札に先立ち、
既に落札業者が決定していた
との情報がありましたが、そ
のような事実又は心当たりが
ありますか。

(２) 上記契約の入札について、
他社の人と何らかの打合せ又
は話し合いをしたことがあり
ますか。ある場合は、どのよ
うな内容の打ち合せ又は話合
いでしたか

(３) 上記契約の入札額の積算、
決定は誰が、いつ行いました
か。。

(４) 上記契約の入札額の積算内
訳書は誰が作成しましたか。

(５) (その他必要な事項)
(落札率が高い場合、各入札
額が接近している場合等入札
結果に不審な点がある場合は
その内容等について聴取する
こと。）

注１ この様式は、第１の１の(11)の規定による事情聴取に使用すること。


